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議  題 １ 令和元年１２月定例会の運営について 

 

午前９時３０分 開会 

 

○委員長【相馬欣行議員】  おはようございます。ただいまから議会運営委員

会を開会いたします。 

 ここで、議長からご挨拶をお願いいたします。 

○議長【舘大樹議員】  皆様、おはようございます。いよいよ１１月２９日か

ら１２月定例会ということで始まります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 最近、気温の変化が非常に激しい状況がございます。体調管理、十分考慮いた

だいて臨んでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長【相馬欣行議員】  次に、総務部長から、執行者側の議案説明をお願

いいたします。 

○総務部長【山室好正】  改めまして、おはようございます。本日は、１１月

２９日金曜日に招集いたします伊勢原市議会１２月定例会の市長提出議案等につ

きまして、ご説明申し上げます。 

 １２月定例会に提出いたします議案は、条例議案が３件、補正予算議案が５件、

その他の議案が１件、報告案件が３件で、合計１２件でございます。 

 初めに、条例３議案につきましてご説明いたします。 

○議案第４４号 伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につ 

        いて 

 議案書１ページをごらんいただきたいと存じます。人事院勧告に基づく国家公

務員の給与改定等を踏まえまして、本市、職員の給与並びに特別職員及び議会の

議員の期末手当の額を改定するため、提案するものでございます。 

 ２ページから１１ページまでに改正条例案、また、１２ページから１９ページ

までに新旧対照表を掲載してございますので、ご確認くださるようお願いいたし

ます。 

○議案第４５号 伊勢原市税条例の一部を改正する条例について 

 続きまして、２０ページをごらんください。地方税法第３１４条の７第１項第

４号に掲げる、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れる特

定非営利活動法人を指定したいので、同条第１２項の規定により提案するもので

ございます。 

 ２１ページに改正条例案、２２ページに新旧対照表を掲載してございますので、

ご確認くださるようお願いいたします。 

○議案第４６号 伊勢原市消防団員の任免、給与、服務等に関する条例の一部を 

        改正する条例について 

 続きまして、２３ページでございます。成年被後見人等の権利の制限に係る措
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置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の趣旨を踏まえまして、

消防団員の欠格条項から成年被後見人及び被保佐人を削るとともに、その他所要

の改正を行うため、提案するものでございます。 

 ２４ページに改正条例案、また、２５ページに新旧対照表を掲載しております

ので、ご確認くださいますようお願いいたします。 

 次に、補正予算５議案について説明させていただきます。補正予算書及び予算

説明書をご用意いただき、３ページをごらんいただきたいと存じます。 

○議案第４７号 令和元年度伊勢原市一般会計補正予算（第２号） 

 第１条歳入歳出予算の補正といたしまして、既定の予算総額に８億３２１７万

６０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３４６億８１２８万５０００円とす

るものでございます。内容につきましては、後ほど歳入と歳出に分けてご説明い

たします。第２条繰越明許費及び第３条地方債の補正につきましても、後ほどご

説明いたします。 

 初めに、職員人件費につきまして、総括的にご説明いたします。各会計につい

ても補正予算を提出させていただいておりますが、各会計の共通といたしまして、

職員人件費の補正につきましては、４月の人事異動や年度途中の新規採用等に伴

い、当初予算における科目別の職員配置に相違が生じたこと及び本年８月に出さ

れました人事院勧告、神奈川県の人事委員会勧告及び近隣各市の状況を踏まえた

上で、本市の給与条例を改正することに伴うもの、また、これにあわせて、本年

９月までの育児休業者及び休職者の整理等を行ったものでございます。 

 それでは、まず、歳出予算の補正内容からご説明いたしますので、２６ページ、

２７ページをお開きいただきたいと思います。説明欄に沿ってご説明さしあげた

いと思います。 

 ２款総務費、１項総務管理費における国県支出金等精算返納金の追加９２４４

万９０００円は、障がい福祉及び児童福祉関連の国県支出金につきまして、平成

３０年度決算等に基づき精算するものでございます。 

 同じく２項徴税費における市税過誤納還付金及び加算金の追加４０００万円は、

法人市民税で高額な還付が発生したことなどにより、追加するものでございます。 

 ３０ページ、３１ページをお開きいただきたいと思います。３款民生費、１項

社会福祉費における国民健康保険事業特別会計繰出金の減６２７万２０００円、

介護保険事業特別会計繰出金の追加１３５１万５０００円及び後期高齢者医療事

業特別会計繰出金の減６４万３０００円につきましては、それぞれ特別会計にお

ける職員人件費の補正に伴うもののほか、介護保険事業特別会計につきましては、

平成３０年度決算に基づく精算をあわせて行うものでございます。 

 次に、障害者自立支援給付費の追加９６１１万８０００円及び同じく２項児童

福祉費における障害児通所支援事業費の追加７０２２万１０００円は、サービス

利用量の増等に伴い、不足を生じる見込みとなった扶助費を追加するものでござ

います。 
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 次に、教育・保育施設整備費補助金の追加３４３万円は、認定こども園の保育

施設整備に対する補助について、国庫補助基準額の改定や工事費の確定等に伴い、

所要の予算措置を行うものでございます。 

 ３２ページ、３３ページをごらんいただきたいと思います。４款衛生費、１項

保健衛生費における財源更正の表示は、クルリン健康ポイント事業費について、

新たに国庫補助が採択されたことに伴い、財源内訳を変更するものでございます。 

 ３６ページ、３７ページをごらんください。７款土木費、４項都市計画費にお

ける公共下水道事業会計補助金の減１７０３万円は、公営企業会計における職員

人件費の補正に伴うものでございます。 

 ３８ページ、３９ページをお開きください。９款教育費、２項小学校費及び３

項中学校費における小学校校舎等改修事業費の追加３億５５６９万円及び中学校

校舎等改修事業費の追加１億１３７万１０００円につきましては、大田小学校な

ど小学校４校及び山王中学校のトイレ改修工事について、このたび国庫補助が採

択されたことから、所要の経費を追加するものでございます。 

 続きまして、歳入予算の補正内容につきましてご説明いたしますので、２０ペ

ージ、２１ページをごらんいただきたいと思います。説明欄に沿って説明させて

いただきます。 

 １１款地方交付税は、交付決定に基づき、普通交付税を８０３３万８０００円

追加するものでございます。 

 次に、１５款国庫支出金における障害者医療費負担金の追加４６３万３０００

円、障害者自立支援給付費負担金の追加４６７０万９０００円及び障害児通所支

援給付費負担金の追加３５１１万１０００円は、それぞれ障害者自立支援給付費

及び障害児通所支援事業費追加の財源でございます。 

 次に、認定こども園施設整備交付金の減３６１２万３０００円につきましては、

歳出補正の教育・保育施設整備費補助金における補助メニューの変更により、当

該国庫交付金から県補助金に変更するものでございます。 

 次に、保育所等整備交付金の追加３１４万円は、教育・保育施設整備費補助金

追加の財源でございます。 

 次に、地方スポーツ振興費補助金の計上４４５万１０００円は、新たに補助採

択があったことから、クルリン健康ポイント事業費の財源として計上するもので

ございます。 

 次に、小学校費補助金の学校施設環境改善交付金の計上６２２５万３０００円

は、小学校校舎等改修事業費追加の財源となるものでございます。また、中学校

費補助金の学校施設環境改善交付金の計上１６６０万円は、中学校校舎等改修事

業費追加の財源となるものでございます。 

 ２２ページ、２３ページをごらんください。１６款県支出金、１項県負担金に

おける障害者自立支援給付費等負担金の追加２５６７万円及び障害児通所支援給

付費負担金の追加１７５５万６０００円は、それぞれ、障害者自立支援給付費及



4 

び障害児通所支援事業費追加の財源となります。 

 同じく、２項県補助金における安心こども交付金事業補助金の計上３６０５万

４０００円は、教育・保育施設整備費補助金の補助メニューの変更により、国庫

の認定こども園施設整備交付金から当該県補助金に変更するものでございます。 

 次に、１９款繰入金、１項特別会計繰入金における介護保険事業特別会計繰入

金の追加９２３８万７０００円は、平成３０年度決算に基づく精算となります。 

 同じく、２項基金繰入金における財政調整基金繰入金の減３億７８８２万３０

００円は、今回の補正により生じます一般財源の残余を整理するものでございま

す。 

 ２４ページ、２５ページをお開きください。２０款繰越金における前年度繰越

金の追加４億４１１万円は、平成３０年度決算における実質収支の予算未計上の

全額を精算するものでございます。 

 次に、２１款諸収入、４項雑入における児童福祉及び介護保険事業に係る国県

支出金について、平成３０年度決算に基づき精算するため、県支出金分として、 

児童手当負担金過年度収入を９万６０００円及び低所得者保険料軽減県負担金過

年度収入を１万１０００円、国庫支出金分として、児童手当負担金過年度収入を

９０万円、児童扶養手当負担金過年度収入を１１万９０００円及び低所得者保険

料軽減国庫負担金過年度収入を２万１０００円それぞれ計上するものでございま

す。 

 次に、子ども・子育て支援給付費精算金の計上６万３０００円は、子ども・子

育て支援給付費に係る財源の平成２９年度分の精算金でございます。 

 次に、２２款市債における小学校債の学校施設環境改善交付金事業債の追加２

億７３９０万円は、小学校校舎等改修事業費の追加の財源となるものでございま

す。中学校債の学校施設環境改善交付金事業債の計上７９３０万円は、中学校校

舎等改修事業費の追加の財源となるものでございます。 

 次に、臨時財政対策債の追加６３７０万円は、普通交付税算定の決定に基づき

追加するものでございます。 

 続きまして、第２表繰越明許費についてご説明いたしますので、１１ページを

お開きください。第２表繰越明許費は、今回、追加いたしました小中学校のトイ

レ改修の工期が年度内では確保できない見込みのため、歳出予算の補正額と同額

の繰越明許費を設定するものでございます。繰越明許費の総額は、２事業合わせ

まして４億５７０６万１０００円でございます。 

 続きまして、第３表地方債補正につきましてご説明いたします。１２ページ、

１３ページをお開きください。市債の補正に伴い、起債の追加あるいは限度額を

変更するもので、これにより起債限度額の合計は１９億３７９０万円から２３億

５４８０万円となります。 

○議案第４８号 令和元年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

        １号） 
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 次に、４９ページをごらんいただきたいと思います。第１条歳入歳出予算の補

正といたしまして、既定の歳入歳出予算の総額から６２７万２０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を９９億３１７２万８０００円とするものでございます。 

 それでは、歳出予算の補正内容からご説明いたしますので、６０ページ、６１

ページをごらんいただきたいと思います。１款総務費、１項総務管理費につきま

しては、職員人件費の補正となります。 

 続きまして、歳入予算の補正内容につきましてご説明いたしますので、５８ペ

ージ、５９ページをごらんください。６款繰入金、１項他会計繰入金における職

員給与費等繰入金の減６２７万２０００円は、職員給与費等の減額に伴うもので

ございます。 

○議案第４９号 令和元年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 続きまして、６５ページをごらんいただきたいと思います。第１条歳入歳出予

算の補正といたしまして、既定の予算総額に３億４７１２万４０００円を追加し、

歳入歳出の総額を７２億３６１２万４０００円とするものでございます。 

 それでは、歳出予算の補正内容からご説明いたします。７６ページ、７７ペー

ジをお開きください。１款総務費、１項総務管理費については、職員人件費の補

正でございます。 

 ４款基金積立金における介護給付準備基金積立金の追加１億８２５２万９００

０円は、平成３０年度における介護給付準備基金繰入金の余剰額が確定したこと

に伴うものでございます。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金における償還金の追加５８７３万６

０００円は、平成３０年度に交付を受けました国県支出金等の精算に伴い、国の

介護給付費負担金等について一部返還が生じたことによるものでございます。 

 同じく、２項繰出金における一般会計繰出金の追加９２３８万７０００円は、

平成３０年度における一般会計繰入金の余剰額が確定したことに伴うものでござ

います。 

 続きまして、歳入予算の補正内容につきましてご説明いたします。７４ページ、

７５ページをお開きください。３款支払基金交付金における過年度分介護給付費

交付金の追加２８５万４０００円及び４款県支出金、１項県負担金における過年

度分介護給付費等県負担金の追加４０５万５０００円は、平成３０年度実質収支

が確定したことに伴い、各負担金等の追加交付分をそれぞれ追加するものでござ

います。 

 ６款繰入金、１項他会計繰入金における職員給与費等繰入金の追加１３４７万

２０００円は、職員給与費等の増額に伴うものでございます。次に、低所得者保

険料軽減繰入金の追加４万３０００円は、平成３０年度の実質収支が確定したこ

とに伴うものでございます。 

 ７款繰越金における前年度繰越金の追加３億２６７０万円は、平成３０年度の

実質収支が確定したことに伴うものでございます。 
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○議案第５０号 令和元年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 

        １号） 

 次に、８３ページをお開きいただきたいと思います。第１条歳入歳出予算の補

正といたしまして、既定の予算総額から６４万３０００円を減額し、歳入歳出予

算の総額を１２億８３３５万７０００円とするものでございます。 

 それでは、歳出予算の補正内容から説明いたします。９４ページ、９５ページ

をお開きください。１款総務費、１項総務管理費については、職員人件費の補正

でございます。 

 続きまして、歳入予算の補正内容につきましてご説明いたします。９２ページ、

９３ページをお開きください。３款繰入金、１項他会計繰入金における事務費繰

入金の減、６４万３０００円は、職員給与費等の減額に伴うものでございます。 

○議案第５１号 令和元年度伊勢原市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

 次に、９９ページをお開きいただきたいと思います。第２条収益的収入及び支

出の補正及び第３条資本的収入及び支出の補正につきましては、４月の人事異動

に伴う職員数の減及び人事院勧告に基づく給与条例の改正に伴うものでございま

す。 

 それでは、第２条収益的収入及び支出の補正につきまして、支出からご説明い

たします。１１４ページ、１１５ページをお開きください。１款下水道事業費用、

１項営業費用、６目総係費については、職員人件費の補正でございます。 

 続きまして、収入につきましてご説明いたします。１１２ページ、１１３ペー

ジをお開きください。１款下水道事業収益、２項営業外収益、２目他会計補助金

における一般会計補助金７０３万３０００円の減額は、職員給与費等の減額に伴

うものでございます。 

 次に、第３条資本的収入及び支出の補正について、支出からご説明いたします。

１１８ページ、１１９ページをお開きいただきたいと思います。１款資本的支出、

１項建設改良費、４目建設総務費については、職員人件費の補正でございます。 

 続きまして、収入につきましてご説明いたします。１１６ページ、１１７ペー

ジをお開きください。１款資本的収入、３項他会計補助金、１目他会計補助金に

おける一般会計補助金９９９万７０００円の減額は、職員給与費等の減額に伴う

ものでございます。 

 ９９ページにお戻りいただきたいと思います。第４条特例的収入及び支出の補

正でございますが、特例的収入につきましては、４１５３万９０００円を増額し、

２億３３７７万９０００円に、特例的支出につきましては、１億５１３６万円を

減額し、４億８０２１万９０００円とするものでございます。これは、平成３０

年度以前の会計年度において発生した未収金、未払金は、特例的収入及び特例的

支出として令和元年度予算に計上いたしましたが、平成３０年度決算により確定

したため、整理するものでございます。 

 次に、１０４ページをお開きください。１０４ページから１１１ページまでの
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各財務諸表でございますが、補正予算及び平成３０年度決算認定に伴い、予算の

実施計画、予定キャッシュ・フロー及び予定貸借対照表等の各財務諸表の修正を

するものでございます。 

 次に、その他の議案１議案についてでございます。 

 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただきまして、２６ページをごらんいただ

きたいと思います。 

○議案第５２号 工事請負契約の締結について 

 ２６ページでございます。令和元年度都市計画道路田中笠窪線整備工事その２

の工事請負契約の締結につきまして、伊勢原市議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき提案するものでございます。 

 次に、報告案件３件についてでございます。いずれも市長の専決事項の指定に

基づき専決処分をいたしましたので、地方自治法第１８０条第２項の規定に基づ

き報告するものでございます。 

○報告第１７号 専決処分の報告について（伊勢原市職員の給与に関する条例等 

        の一部を改正する条例） 

 まず、３１ページをごらんください。成年被後見人等の権利の制限に係る措置

の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴いまして、伊勢

原市職員の給与に関する条例、伊勢原市職員の分限に関する手続及び効果に関す

る条例及び伊勢原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

において引用する条項等を整理する必要が生じたため、専決処分をしたものでご

ざいます。 

 ３２ページに専決処分書、３３ページ及び３４ページに改正条例、３５ページ

から３９ページまでに新旧対照表を掲載しておりますので、ご確認くださるよう

お願いいたします。 

○報告第１８号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 

 次に、４０ページをごらんください。事故の概要は、４１ページをごらんくだ

さい。５月１８日に発生いたしました、救助活動中における物損事故に係るもの

でございます。消防職員が救助要請を受け出動した際、現場進入時に共同住宅の

ベランダ隔壁を支える金具に足をかけましたところ、金具及びベランダフェンス

の一部を破損させてしまったことから、専決処分をしたものでございます。本市

と相手方の過失割合は市側１００％で、相手方修理費に係る本市賠償額は１８万

３６００円となり、賠償額は、本市が加入しております消防業務賠償責任保険に

より補塡されます。 

○報告第１９号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 

 続きまして、４２ページをごらんください。事故の概要は、４３ページをごら

んください。１０月９日に発生した車両損傷事故に係るものでございます。消防

職員が要請場所付近に到着した際、路上に停車中の相手方車両の前方に救急車両

を停車するために通過しようとしたところ、救急車両の助手席側後部側面が相手
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方車両に接触し、損傷を与えましたことから、専決処分をしたものでございます。

本市と相手方の過失割合は市側１００％で、相手方車両修理費に係る本市賠償額

は１９万５０１５円となり、賠償額は本市が加入しております任意保険により補

塡されるものでございます。 

 以上で、１２月議会定例会に提出いたしました議案等についての説明を終了さ

せていただきます。なお、任期満了に伴う固定資産評価審査委員会委員の選任及

び人権擁護委員候補者の推薦に係る人事案件につきまして、議案を追加提出させ

ていただく予定でございます。 

 固定資産評価審査委員会委員である三野光髙氏の任期が令和元年１２月２１日、

人権擁護委員である秋山壽志氏の任期が令和２年３月３１日をもって、それぞれ

満了となりますことから、現在、後任の人選を進めているところでございますの

で、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 

 以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま総務部長から説明がありました内容につ

いて、質疑等があればお伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 以上で、執行者側の議案説明を終了いたします。 

 次に、議会側処理事項を議題とし、事務局から内容を説明します。局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  それでは、お配りしてございます、議会運営委

員会・議会側処理事項（１１月２５日）をごらんください。 

 まず、１、請願・陳情の受理状況につきましては、陳情が４件提出されており

ます。内容は、配付いたしました資料のとおりでございます。 

 次に、２、選挙管理委員及び補充員の選挙についてでございます。会派代表者

会議において選出方法等をご協議いただき、人選を行った結果、１１月２０日の

会派代表者会議において、議長から選挙管理委員及び補充員・被推薦者名簿のと

おり報告がございました。今後、１２月定例会最終日に上程することになります

が、選挙の方法につきまして、ご協議をお願いいたします。なお、従来は議長の

指名推選によって行うことが例となっております。 

 以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  議会側処理事項については、以上でございます。 

 ただいま説明した内容について、質疑等があればお伺いいたします。（「な

し」の声あり） 

 それでは、お諮りいたします。選挙管理委員及び補充員の選挙につきましては、

従来どおり指名推選とし、議長から選挙管理委員及び補充員・被推薦者名簿のと

おり指名することにご異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  ご異議ありませんので、本会議において、議長か
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ら選挙管理委員及び補充員・被推薦者名簿のとおり指名いたします。よろしくお

願いいたします。 

 次に、議案等の委員会付託についてを議題とし、事務局から内容を説明いたし

ます。局長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  それでは、正副委員長と協議の上、付託表の案

を２枚お配りしてありますので、ごらんください。 

 １枚目は１１月２９日分で、「議案第４４号、伊勢原市職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例について」は付託省略。期末手当の支給基準日が１２

月１日であり、１１月中に採決を行う必要があることから、初日に質疑、討論、

採決をお願いするものであります。 

 ２枚目は１２月６日分、市長提出議案第４５号から議案第５２号までの８件の

議案については、いずれも付託省略。陳情は４件で、陳情第１１号から陳情第 

１４号までについて、いずれも教育福祉常任委員会に付託でございます。 

 以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  ただいま説明した内容について、質疑、意見があ

ればお伺いいたします。（「なし」の声あり） 

 それでは、お諮りいたします。議案等の委員会付託については、配付した付託

表のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  ご異議ありませんので、付託表のとおり決定いた

します。 

 次に、会期の決定についてを議題とし、事務局から内容を説明いたします。局

長。 

○議会事務局長【小林幹夫】  会期の決定については、過日原案をお示しし、

ご了解をいただいておりますので、その内容に基づいて日程案を作成し、お配り

してございますので、ごらんいただきたいと思います。会期につきましては、 

１１月２９日から１２月２０日までの２２日間でございます。 

・１１月２９日 本会議 提案説明・議案審議 

・１２月 ２日 一般質問通告期限正午 

・１２月 ６日 本会議 議案審議 

・１２月１０日 委員会・付託審査 

      （教育福祉常任委員会、午前９時３０分） 

・１２月１１日 委員会・付託審査 

・１２月１６日 本会議 一般質問 

・１２月１７日 本会議 一般質問 

・１２月１８日 本会議 一般質問 
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・１２月２０日 本会議 最終日 

 以上でございます。 

○委員長【相馬欣行議員】  それでは、お諮りいたします。会期の決定につき

ましては、配付した内容のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

          （「異議なし」の声あり） 

 

○委員長【相馬欣行議員】  ご異議ありませんので、配付した内容で、１１月

２９日の本会議において、議長からお諮りいたします。 

 本日予定した案件は以上でありますが、そのほかに何か発言があればお伺いい

たします。（「なし」の声あり） 

 それでは、以上をもちまして、本日の議会運営員会を閉会いたします。お疲れ

さまでした。 

 

午前１０時３分 閉会 

 

 上記会議録は事実と相違ないので署名する。 

 

 

  令和元年１１月２５日 

 

                       議会運営委員会 

                       委員長 相 馬 欣 行  


